
１ 改定の趣旨  

 平成２９年３月に「新庄市下水道事業経営戦略」を「第５次新庄市総合計

画」や「新庄市都市計画マスタープラン」との整合性を図りながら１０年間

の計画を策定しました。令和２年４月より、地方公営企業法の適用を受け、

特別会計から公営企業会計に移行したため、「公共下水道事業」について

は、経営戦略の見直しを、「農業集落排水事業」については新たに策定する

ものです。 

２ 計画期間及び更新について  

 計画期間は令和３年度から令和１２年度までの１０年間を計画期間とし、

毎年進捗管理を行い、概ね３年から５年で見直しを行います。 

３ 対象事業  

 「公共下水道事業」と「農業集落排水事業」の２事業を対象とします。 

４ 下水道事業を取り巻く環境  

●人口減少社会 Ｒ１ 35,039 人 → Ｒ１２ 30,116 人 

●生活排水処理施設普及率（下水道・農集・合併処理浄化槽）  

 Ｒ１ 新庄市 75.6％ ＜ 県平均 93.1% 

●公共下水道計画区域の縮小 Ｈ２７ 1,272 ㏊ → 890.2 ㏊ 

合併処理浄化槽事業区域の拡大による事業推進  

５ 現状分析と課題  

水洗化人口と水洗化率の確保  

 行政区域内人口は、毎年５００人ほど減少しています。下水道の整備を進

めても人口減少により、水洗化率は８０％程度であり、横ばい傾向となって

います。水洗化率は、類似団体平均値と比較すると２～３％程度低い水準と

なっております。令和元年度より、「下水道の日（9/10）」に大規模店舗

での啓蒙チラシ配布やふるさと歴史センターにおいてマンホールカードの配

布を開始するなど新たな取り組みを行っていますが、これまで以上に個別訪

問などの普及活動を強化していく必要があります。 

施設の状況  

 新庄市浄化センターは、供用開始から３０年以上経過しており、住民生活

に必要不可欠な下水道サービスを持続して提供するため、Ｈ２９～Ｒ１にわ

たり、「ストックマネジメント」や「ダウンサイジング」による効率的かつ

計画的な施設の大規模修繕を行いました。今後は、事業計画区域の見直しを

行うとともに、マンホールポンプやマンホール蓋、施設の耐震化などの「ス

トックマネジメント」を継続していく必要があります。 

 農業集落排水処理施設については、機能診断調査や最適整備構想の策定に

より、施設の保全対策を進めます。将来的に公共下水道との接続により、老

朽化施設の改修費用及び維持管理費の適正化を図ります。 

 雨水整備については、東山アンダー付近の冠水防止のため、矢目田川の整

備計画を進めます。 

 

経営環境  

 最上圏域下水道共同管理協議会では、平成１２年度より１市６町村による

下水道処理施設の共同管理を行っています。この取り組みは総務省の自治体

間連携による維持管理共同化の先進・優良事例として紹介されています。 

 経営比較分析表では、経費回収率が微減し、汚水処理原価も高止まりして

おり、水洗化率の向上が課題となっています。 

 公共下水道事業では、法適用後の開始貸借対照表において、資産より負債

が約６.３億円多くなっており、累積欠損金の解消が課題となっています。 

 また、使用料については、３年毎に見直し作業を行い、上下水道事業運営

審議会へ諮問を行っています。 

目標値の設定  

 第５次新庄市総合計画の基本計画における施策「生活排水の適正処理」に

基づき、下記のとおりとします。 

項  目 Ｒ３ Ｒ１２ 

行政区域内人口Ａ ３３，７７５人 ３０，１１６人 

○公共下水道事業 

供用開始区域内人口Ｂ １９，１１２人 １９，１２８人 

水洗化人口Ｃ １５，４８０人 １５，８７６人 

普及率 Ｂ／Ａ ５６．６％ ６３．５％ 

水洗化率 Ｃ／Ｂ ８１．０％ ８３．０％ 

○農業集落排水事業 

供用開始区域内人口Ｂ ２，０２９人 １，６９４人 

水洗化人口Ｃ １，８２１人 １，６５８人 

普及率 Ｂ／Ａ ６．０％ ５．６％ 

水洗化率 Ｃ／Ｂ ８９．７％ ９７．９％ 

○合併処理浄化槽事業 

普及率 １４．３％ ２２．５％ 

◎生活排水処理施設普及率 

公共・農集・合併の合計 ７６．９％ ９１．６％ 

投資・財政計画  

 投資については、１０年間の下水道整備や設備更新を算定しました。財源

については、現行の使用料体系による今後の見込額と一般会計からの繰入金

及び長期前受金戻入を算定しました。投資以外の経費については、現行給与

や維持管理費及び減価償却費、支払利息、企業債償還金等を算定しました。 

 また、「収支ギャップ」（収入＜支出）が生ずる場合は、維持管理費等の

削減や収入増加対策を行い「収支ギャップ」の解消を図る必要があります。 

効率化・健全化の取組み  

 上下水道課では、組織の見直しによる職員数の適正化や農業集落排水処理

施設使用料納入通知書を水道料金納入通知書と統合するなど事務の効率化に

努めてきましたが、今後は、維持管理費の包括的民間委託などの調査・研究

を行います。また、農業集落排水事業施設使用料については、人数による定

額制からメーター検針等による従量制への移行を検討します。 
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